
 

 

 

 

   匝瑳市第１号訪問事業及び第１号通所事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下

「省令」という。）第１４０条の６３の６の規定により、介護保険法（平成９

年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４５第１項第１号に規

定する第１号事業のうち、第１号訪問事業及び第１号通所事業に係る人員、設

備及び運営に関する基準について定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、法及び省令において使用する

用語の例による。 

（旧介護予防訪問介護相当サービスの基準） 

第３条 第１号訪問事業のうち、旧介護予防訪問介護相当サービス（旧介護予防

訪問介護に相当するサービスをいう。）に係る基準は、旧指定介護予防サービ

ス等基準に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準とする。こ

の場合において、旧指定介護予防サービス等基準第３７条第２項中「２年間」

とあるのは、「５年間」と読み替えるものとする。 

（旧介護予防通所介護相当サービスの基準） 

第４条 第１号通所事業のうち、旧介護予防通所介護相当サービス（旧介護予防

通所介護に相当するサービスをいう。）に係る基準は、旧指定介護予防サービ

ス等基準に規定する旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準とする。こ

の場合において、旧指定介護予防サービス等基準第１０６条第２項中「２年間」

とあるのは、「５年間」と読み替えるものとする。 

附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


